
福井県文書館年報
第１号

平成１５年度

福井県文書館



目 次

Ⅰ 文書館の概要
１ 設置の目的…………………………………………………………………………１

２ 建設の経緯…………………………………………………………………………１

３ 施設の概要…………………………………………………………………………２

Ⅱ 平成１５年度事業の概要
１ 組 織…………………………………………………………………………５

２ 平成１５年度当初予算の概要………………………………………………………５

３ 平成１５年度の主な事業内容

（１） 一般管理運営

ア 文書館運営懇話会…………………………………………………………５

イ 文書館情報システム………………………………………………………６

ウ 収集資料のくん蒸業務……………………………………………………７

（２） 調査研究事業

ア 記録資料アドバイザーの設置……………………………………………７

イ 資料調査員の設置…………………………………………………………８

ウ 「福井県文書館研究紀要」の発刊………………………………………９

エ 「福井県文書館資料目録」の発刊………………………………………９

（３） 収集保存事業

ア 収蔵資料数…………………………………………………………………１０

イ 公文書関係…………………………………………………………………１０

ウ 古文書関係…………………………………………………………………１１

（４） 閲覧利用事業

ア 月別文書館利用者数………………………………………………………１２

イ 歴史的公文書公開数………………………………………………………１２

ウ フィルム等の貸与・複製…………………………………………………１３

エ 古文書複製本公開許諾依頼結果…………………………………………１４

（５） 普及啓発事業

ア 講座・講演会等開催………………………………………………………１６

イ 閲覧室展示…………………………………………………………………１７

４ 福井県文書館業務日誌……………………………………………………………１８



Ⅲ 関係法令
１ 公文書館法…………………………………………………………………………２３

２ 福井県文書館の設置および管理に関する条例…………………………………２５

３ 福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則………………………２８

４ 福井県文書館における文書等の収集および保存に関する要綱………………３１

５ 福井県文書館文書等利用要綱……………………………………………………３４

利用案内 …………………………………………………………………………………３７



Ⅰ 文書館の概要

１ 設置の目的

福井県文書館は、県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録

を収集し、保存し、県民の利用に供するとともに、これに関連する調査、研究等を行い

もって学術の振興および文化の向上に寄与するために設置する施設である。この設置目

的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

（１）文書等の収集、整理および保存

（２）文書等の閲覧の実施

（３）文書等に関する調査および研究

（４）文書等に関する知識の普及および啓発

（５）その他、文書館の設置の目的にふさわしい業務

２ 建設の経緯

平成７年度 「福井県立公文書館（仮称）基本計画」策定（平成８年３月）

平成８年度 福井県立図書館との併設を決定

平成９年度 福井県立図書館・福井県立公文書館（仮称）基本設計

埋蔵文化財試掘調査

平成１０年度 福井県立図書館・福井県立公文書館（仮称）実施設計

埋蔵文化財発掘調査

平成１１年度 埋蔵文化財発掘調査

土地造成着工

平成１２年度 土地造成完了

用地取得

起工式（平成１２年１１月）

平成１３年度 福井県立公文書館（仮称）を福井県文書館とする

平成１４年度 建物本体工事完成（平成１４年８月）

外構工事完成（平成１４年１１月）

開館（平成１５年２月１日）

－ １ －



３ 施設の概要

設置場所 福井市下馬町５１－１１

敷地面積 ７０，２４６㎡

施設形態 福井県立図書館との併設

施設規模 延床面積 １８，４３６㎡（文書館３，１１９㎡ 図書館１５，３１７㎡）

建物構造 鉄骨造および鉄筋コンクリート造

地上２階（図書館書庫地上５階）、地下１階

土地取得費 ５，４４５，５２５千円（不動産鑑定、測量除く）

建設経費一覧 （単位：千円）

文書館と図書館の建設事業費（建設工事＋外構工事）

９年度 １０年度 １２年度 １３年度 １４年度 合 計

プロポーザル ３７５ ３７５

基 本 設 計 １５，０４６ １５，０４６

地 質 調 査 ２，３９８ ２，３９８

実 施 設 計 ３４，６３９ ３４，６３９

建 設 工 事 １２２，６５８ ７９７，２８２ ５８９，９１２ １，５０９，８５２

備 品 購 入 ４３，２４９ ４３，２４９

合 計 １７，８１９ ３４，６３９ １２２，６５８ ７９７，２８２ ６３３，１６１ １，６０５，５５９

１２年度 １３年度 １４年度 合 計

文 書 館 １２２，６５８ ７９７，２８２ ５８９，９１２ １，５０９，８５２

図 書 館 ６０４，４９９ ３，９２９，２５０ ２，９１８，６０４ ７，４５２，３５３

合 計 ７２７，１５７ ４，７２６，５３２ ３，５０８，５１６ ８，９６２，２０５

財源 一般 １／４ 起債３／４

－ ２ －



主な施設

施設・設備の使用料

施 設

階 部屋名 面積（㎡） 主な使用目的

１ 閲 覧 室 １１３ 利用者が文書等の閲覧を行う

１ 研 修 室 ８２ 古文書読解講座などの講座を開催

１ 事 務 室

２０２

文書館職員の執務室

１ 館 長 室 館長の執務室

１ 調 査 研 究 室 収集した公文書、古文書などの整理、補修、
目録作成

１ 荷 解 室 ６６ 収集した公文書、古文書などの梱包を解く

１ く ん 蒸 室 ２３ 収集した公文書、古文書などの殺虫、殺カ
ビを行う

１ 撮 影 室 ５７ 収集した公文書、古文書などの撮影、デジ
タル画像化を行う

１ 第 １ 書 庫
４９８

歴史的公文書を保存する

１ 第 ４ 書 庫 古文書複製本を保存する

２ 第 ２ 書 庫
５３６

保存年限２０年以上の公文書を保存する

２ 第 ３ 書 庫 行政資料を保存する

２ 一般書庫（フィルム庫） ６８ マイクロフィルム等を保存する

２ 貴 重 書 庫 １７８ 収集した古文書原本を保存する

便所、廊下、機械室等 １，２９６

合 計 ３，１１９

区 分
金 額

９時から１２時まで １２時から１７時まで ９時から１７時まで

研 修 室 ２，５００円 ４，１００円 ６，６００円

－ ３ －



文書館情報システム開発の経緯

平成１２年度 公募公告（平成１２年５月）

プレゼンテーション・契約（平成１２年７月）

概要設計

平成１３年度 詳細設計・プログラム作成

平成１４年度 総合テスト

主な購入備品

貴重書庫内の木製固定書架一式 １，９９０万円

すきばめ機 一式 ６６５．７万円

設 備

区 分 単 位 算定基礎 金 額

マイクロホン
１本 １回５時間以内 １２０円

１本 １時間増すごとに ２４円

ワイヤレス

マイクロホン

１本 １回５時間以内 ２２０円

１本 １時間増すごとに ４４円

－ ４ －



Ⅱ 平成１５年度事業の概要

１ 組 織（平成１５．６．２３現在）

館 長 副館長 管理室長 （管理部門）行政職３名 （うち２名図書館へ併任）

（図書館より併任）（図書館へ併任） （図書館より併任） （うち１名図書館より併任）

アルバイト１名

（業務部門）行政職３名（元教員職）

嘱託職員６名

アルバイト１名

２ 平成１５年度当初予算の概要

文書館一般管理運営費 ５８，４９２千円

文書館各種事業運営費 １１，６４６千円

緊急地域雇用特別基金事業費 ２２，６９９千円

合 計 ９２，８３７千円

３ 平成１５年度の主な事業内容

（１）一般管理運営

ア 文書館運営懇話会

文書館の利用推進を図るにあたり、デジタル歴史情報の提供、各種講座、講演会

等文書館の歴史的資料の利用に関する施策を効果的に実施するため、県民から幅広

い意見を聴取することを目的とする。

福井県文書館運営懇話会委員（平成１６．３．１２現在）

分 野 氏 名

学 校 関 係 斎藤 忠征

市町村関係 高木 久史

企 業 関 係 安間 敏彦

一般（嶺北） 築山 桂

一般（嶺南） 相津 幸子

－ ５ －



日 時 平成１６年３月２５日（木） １３：３０～１６：００

場 所 県立図書館大会議室

出席者 運営懇話会委員

内 容 ・文書館の概要について

・１５年度普及啓発事業について

・１６年度普及啓発事業について

イ 文書館情報システム

福井県文書館では、収蔵する歴史的価値のある公文書や古文書等の目録情報に加

え、福井県の歴史資料に関するデジタルコンテンツをインターネットによって広く

情報提供を行っている。

福井県文書館情報システムの機能

収蔵資料管理システム

公文書管理
選別・収集支援
目録作成
簿冊目録

件名目録

保存管理（補修・くん蒸・配架）
利用管理（審査、利用制限理由）
複製管理（マイクロフィルム・複製本・画像）

統計作成（利用統計を含む）

古文書管理
寄贈・寄託管理
目録作成
資料群目録情報

資料目録

保存管理（補修・くん蒸・配架）
利用管理（審査、利用制限理由）
複製管理（マイクロフィルム・複製本・画像）

統計作成（利用統計を含む）

行政資料管理

目録作成

館内利用システム

公文書等目録検索
全文検索（デジタル歴史情報）

閲覧申請書・複写申請書作成
新聞画像（TIFF）閲覧

インターネット利用

一般利用者向け検索

ホームページの運営
利用案内

展示・講座など案内

「デジタル歴史情報」提供

自宅から どこからでも

－ ６ －



ウ 収集資料のくん蒸業務

（２）調査研究事業

ア 記録資料アドバイザーの設置

文書館が実施する事業の的確な実現を図るため、設置する。

記録資料アドバイザー名簿（平成１５．４．１現在）

第１回アドバイザー会議

日 時 平成１５年９月４日（木） １３：３０～１６：００

場 所 県立図書館大会議室

出席者 アドバイザー

内 容 ・文書受入・調査について

・公開許諾作業について

・閲覧・講座等について

第２回アドバイザー会議

日 時 平成１６年３月４日（木） １３：３０～１６：００

場 所 県立図書館大会議室

出席者 アドバイザー

内 容 ・資料調査計画、研究紀要について

・資料撮影方法について

・利用状況について

・講座、所蔵資料目録、展示・講演会、県史叢書について

くん蒸方式 回数 実施月日 使用薬剤 業務形態

くん蒸車によるくん蒸 １回 ８／４～７ エキボン 委 託

くん蒸庫によるくん蒸 ７回 随 時 エキボン 委 託

分 野 現 職 氏 名

原始・古代 奈良女子大学教授 舘野 和己

中 世 福井大学教授 松浦 義則

近 世 京都大学文学部大学院
大学文書館教授 藤井 讓治

近 現 代 福井大学助教授 木 村 亮

－ ７ －



イ 資料調査員の設置

福井県内に存在する歴史資料として重要な歴史的公文書や古文書、その他の記録

史料の円滑な収集を行うため、設置する。

資料調査員名簿（平成１５．４．１現在）

資料調査員会議

日 時 平成１６年３月２８日（日） １３：３０～１６：００

場 所 県立図書館大会議室

出席者 資料調査員

内 容 ・１５年度収集保存事業について

・１６年度収集保存事業について

地区名 現 職 氏 名

福 井 坂 井

丸岡町立図書館長 松原 信之

福井工業大学講師 藤野 立恵

県文化財保護審議会委員 舟澤 茂樹

奥 越

大野市史編さん委員長 加藤 守男

勝山文化財保護委員 増田 公輔

勝山高校教諭 山田 雄造

丹 南

武生市史編さん室長 真柄 甚松

元県史編さん調査執筆員 吉田 叡

朝日町史編さん委員 山本 孝衛

嶺 南

敦賀短期大学講師 ＊岡田 孝雄

小浜市歴史遺産振興室長 杉本 泰俊

三方高校教頭 中島 嘉文

＊平成１５．９死去

－ ８ －



ウ 「福井県文書館研究紀要第１号」の発刊

目次

創刊にあたって 館 長 佐々木 正 博

福井県文書館 開館記念講演

江戸幕府の地域把握について

－徳川将軍発給の領知判物・朱印状－ 藤 井 讓 治

論 文

近世越前・若狭の自立を求める女性たち

－離縁を中心に－ 山 田 雄 造

幕末維新期の福井藩政改革と藩校

－地方教育史研究の視点から－ 熊 澤 恵里子

国際標準記録史料記述の一般原則：ISAD（G）と方法としてのコンテクスト

－目録記述の目的と方法－ 柳 沢 芙美子

資料紹介

日野川・足羽川改修図（野理五家文書） 吉 田 健

岩崎左近家文書（大飯町） 吉 川 喜代江

エ 「福井県文書館資料目録 第１集 古文書１ 資料群」の発刊

平成１６年３月現在、当館で閲覧利用できる家、団体、個人など６５６資料群（福井

県の歴史的公文書を除く）に関する目録であり、資料群ごとに年代、数量、作成主

体の組織歴・履歴、概要などを記述している。また巻末に当館が収蔵する複製資料

群のうち整理、目録の作成が終了していない約１，２００件資料群の一覧を掲載した。

目次

目録活用のために

凡例

細目次

資料群目録

Ａ福井市／Ｂ吉田郡／Ｃ坂井郡／Ｄ丹生郡／Ｅ武生市／Ｆ�江市／
Ｇ今立郡／Ｈ南条郡／Ｉ大野市／Ｊ勝山市／Ｋ足羽郡／Ｌ大野郡／

Ｍ敦賀市／Ｎ三方郡／Ｏ小浜市／Ｐ遠敷郡／Ｑ大飯郡／Ｘ県外

未整理資料群一覧

－ ９ －



（３）収集保存事業

ア 収蔵資料数（平成１６．３．３１現在）

イ 公文書関係

歴史的公文書収蔵冊数（～平成８年度受入分）

所蔵公文書等 ％ 目録の公開状況 ％

公 文 書 １４，６３９ １００ １，８５４ １３

古書・古文書 ２２４，０００ １００ １２０，７２８ ５４

刊 行 物
９，２８７ １００ ８，８９１ ９６

図 書 等

計 ２４７，９２６ １００ １３１，４７３ ５３

部 局 名 冊 数 部 局 名 冊 数

総 務 部 ２，３４５ 出 納 事 務 局 ３６

県 民 生 活 部 ３７４ 企 業 局 ６３

福 祉 環 境 部 １，２７４ 教 育 庁 １７５

産 業 労 働 部 ３１１ 選挙管理委員会 １

農 林 水 産 部 ４，０４１ 人 事 委 員 会 ５０

土 木 部 １，８３８ 合 計 １０，５０８

平成９年度以降受入分については、未整理のため未計上。
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ウ 古文書関係

調査・撮影 マイクロフィルム・デジタルカラー撮影

寄贈・寄託文書

家番号 家 名 資料群の性格 点 数 備 考

Ｉ０１５５ 麦屋文書 大野商家（酒造業） １，３２６ 許諾済

Ｉ００３４ 砂田弘太郎文書 庄屋（大野） ６８ ２次調査

Ａ０１５９ 浜礼子（出淵家）家文書 福井藩家臣 ６

Ｂ００３５ 山室屋文書 松岡商家 ５４６ 許諾済

Ａ０１６０ 毛利五左衛門家文書 森田商家 ２８４ 許諾済

Ｘ０１３８ 美濃屋文書 福井商家 ９

Ｆ００６０ 大嶋泰家文書 （屏風下張り） １９１ 許諾済

Ｅ０１２１ 竹内幹雄家文書 村役人 ３９ 許諾済

Ｏ０５０６ 本境寺文書 寺院 ５１６ ２次調査

Ｅ００７７ 岡崎一郎文書 旗本金森氏家臣 ４２４ ２次調査

Ｊ０１２４ 多田真澄家文書 庄屋（勝山） １６８

Ｊ０１１６ 増田公輔家文書 野向村役場 ８ ２次調査

Ｊ００２１ 比良野八郎右衛門家 大庄屋（勝山） １ ２次調査

Ｘ０１４１ 中井大右衛門家文書 旗本金森氏家臣 ２５ 許諾済

家番号 家 名 区 分 点 数 備 考

Ｑ００６４ 岩崎左近家文書 寄贈 １４１

Ｘ０１４０ 白石健二撮影・収集写真 寄贈 ２３１ 撮影なし

Ｘ０１３９ 出淵家文書 寄贈 １６

Ａ０１５８ 西川秀男文書 寄贈 ５７

Ｊ０１２５ 大上範男家文書 寄贈 ２

Ｃ０５１０ 津田彦次家文書 寄贈・寄託 ２

Ｆ０５０９ 藪利和文庫 寄託 ３，１１８ 撮影なし

Ｄ０００８ 相木惣兵衛家文書 寄託 １００

Ａ０５４６ 東郷重三文書 寄託 １，３６３ 撮影なし、制限あり

Ｃ００４４ 土屋豊孝家文書 寄託 ９０７

Ｇ００２４ 飯田広助家文書 寄託 約２，５００ 整理継続中
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（４）閲覧利用事業

ア 月別文書館利用者数

イ 歴史的公文書公開数

月 総
日数

開館
日数

利 用
（入場）
者 数
（人）

１日あた
り利用
者数

（人／日）

利用カ
ード作
成者数
（人）

閲 覧
申 込
者 数
（人）

閲覧申込点数（点） １日あた
り閲覧申
込 点 数
（点／日）

ホームペ
ージアク
セス件数
（件）

１日平均
アクセ
ス件数
（件／日）総数 歴史的

公文書 古文書
行 政
刊行物

新 聞
記 事 県報 その他

２ ２８ ２２１，８４９ ８４．０ ９３ ３８ １６８ ０ ７６ １ ９０ １ ０ ７．６（不明）（不明）

３ ３１ ２４ ７４８ ３１．２ ４３ ４０ ３０８ ２ ２７４ １８ １４ ０ ０ １２．８（不明）（不明）

４ ３０ ２４ ３０５ １２．７ ２６ ２３ ６１５ ０ ５６９ １４ ３２ ０ ０ ２５．６ ３５，５０２ １，１８３

５ ３１ ２８ ４１５ １４．８ ２４ ２６ ３６３ ０ ２３５ ２８ ９５ ５ ０ １３．０ ３３，６１２ １，０８４

６ ３０ ２４ ４９４ ２０．６ ２２ ２１ １２６ ０ １１３ ６ ０ ０ ７ ５．３ ４７，８２９ １，５９４

７ ３１ ２５ ４５３ １８．１ ３２ ２３ １８２ ０ ９６ ２４ ５８ ０ ４ ７．３ ５３，９５７ １，７４１

８ ３１ ２６ ５５６ ２１．４ ２８ ３９１，３１１ ０ ７５４ ３００ ２５７ ０ ０ ５０．４ ６３，７９７ ２，０５８

９ ３０ ２３ ３１７ １３．８ ２２ ４１ ７２２ ０ ６５４ ３４ ３２ ０ ２ ３１．４１１２，６１７ ３，７５４

１０ ３１ ２６ ５４７ ２１．０ １５ ３７１，４５１ ０１，２０８ ２４ ２６ １９ １７４ ５５．８ ６４，６７１ ２，０８６

１１ ３０ ２６ ４５３ １７．４ １７ ３６２，９３６ ４ ２０８ １８１，５７３１，０８６ ４７ １１２．９ ６５，８１７ ２，１９４

１２ ３１ ２２ ２４１ １１．０ ２０ ３４ ８５７ １３ ７４８ ８０ ８ ２ ６ ３９．０ ７０，５７０ ２，２７６

１ ３１ ２２ ２９１ １３．２ １８ ３９１，９０２ １６１，６２０ １４４ １１０ １１ １ ８６．５ ７４，５３６ ２，４０４

２ ２９ ２３ ９９１ ４３．１ ４７ ５３ ９０９ ０ ６４０ ２４ １４３ ０ １０２ ３９．５ ６２，６８３ ２，１６１

３ ３１ ２５ ３５４ １４．２ ２９ ３４ ３６８ ２ ３１８ １５ １ ０ ３２ １４．７ ５１，５６９ １，６６４

計 ４２５ ３４０８，０１４ ２３．６ ４３６ ４８４１２，２１８ ３７７，５１３ ７３０２，４３９１，１２４ ３７５ ４０．１
＊

７３７，１６０
＊

２，０１４．１

＊２～３月含まず。

４月～ ３６６ ２９４５，４１７ １８．４ ３００ ４０６１１，７４２ ３５７，１６３ ７１１２，３３５１，１２３ ３７５ ３９．９７３７，１６０２，０１４．１

部 局 名 冊 数 部 局 名 冊 数

総 務 部 ５８６ 企 業 局 ４

県 民 生 活 部 ２８ 教 育 庁 ２１

福 祉 環 境 部 ２３１ 監 査 委 員 １

産 業 労 働 部 ２６ 人 事 委 員 会 ２５

農 林 水 産 部 ５７８

土 木 部 ３５４ 合 計 １，８５４
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ウ フィルム等の貸与・複製

機関名等 フィルム等 貸与・複製 数 量 備 考

武生市教育委員会 マイクロフィルム 複製 ５リール 自治体史編さん

美浜町教育委員会 写真フィルム 貸与 １点
『国吉城址史跡調査及び
公園整備計画策定事業
調査報告書』掲載

勝山町教育委員会 マイクロフィルム 貸与・複製 ９２リール 自治体史編さん

大野市教育委員会 マイクロフィルム 貸与・複製 ７リール 自治体史編さん

小松市史編纂室 電子複写 複製 自治体史編さん

敦賀市立博物館 写真フィルム 貸与 １点
企画展「芭蕉翁杖跡展
北国日和定なき」図録掲載

大野市教育委員会 マイクロフィルム 貸与・複製 ２４リール 自治体史編さん

若狭路博２００３
実行委員会

写真 貸与 １点 若狭路博２００３歴史館に展示

大野市教育委員会 写真フィルム 貸与・複製 １７点 自治体史編さん

国土交通省近畿整備
局福井河川国道事務
所

写真 貸与 １５点 若狭路博２００３歴史館に展示

鳥越村一向一揆歴史
館

マイクロフィルム 貸与 １リール
特別展「一向一揆と

白山信仰」展示

福井県立若狭歴史民
俗資料館

マイクロフィルム 貸与・紙焼き ８リール 調査研究、教育普及

大野市教育委員会 マイクロフィルム 貸与・複製 １リール 自治体史編さん

福井県立若狭歴史民
俗資料館

マイクロフィルム 貸与・紙焼き １リール 調査研究、教育普及

福井県教育庁文化課 写真フィルム 貸与 １点
『福井県歴史の道調査
報告書』第４集掲載

吉川弘文館 写真 貸与 １点
『街道の日本史』第２８巻
加賀・越前と美濃街道掲載

福井市史編さん室 写真 貸与 １点 『福井市史』通史編３掲載

美浜町 マイクロフィルム 貸与・複製 ３点
『わかさ美浜町誌』
美浜の文化第８巻掲載
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エ 古文書複製本公開許諾依頼結果

公開許諾済

市町村等 家 番 号 家 名 点 数

福 井 市 Ａ００３７ 岡崎善兵衛家 ２２９

Ａ００６６ 山本仁輔家 １２０

Ａ００８７ 山本武家 １９

Ａ０１２０ 森英三家 １０７

Ａ０５１１ 小稲津区有 １

Ａ０５２９ 心月寺 ３

吉 田 郡 Ｂ０００１ 豊島茂家 １５５

Ｂ０００９ 中浄法寺区有 １

Ｂ００２３ 渡辺忠左衛門家 ５９

Ｂ００２４ 柚木嘉夫家 ３

坂 井 郡 Ｃ００６５ 矢尾眞雄家 １８８

丹 生 郡 Ｄ００２４ 高松秀夫家 ３８１

Ｄ００３４ 気比庄区有 １４０

武 生 市 Ｅ００５９ 藤井好宣家 ６２

Ｅ００６０ 一老嵯峨徳太郎家 ３

Ｅ００６８ 大屋区有 ５９

� 江 市 Ｆ０５０１ 桑原喬家 １１５

今 立 郡 Ｇ００１８ 古川木戸兵衛家 ９２

Ｇ００１９ 津田道弘家 ３５

Ｇ００３１ 永田三郎兵衛家 ７１
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市町村等 家 番 号 家 名 点 数

今 立 郡 Ｇ０５０６ 矢部宮秋家 ５

Ｇ０５１１ 善玖寺 ９

南 条 郡 Ｈ００４３ 鵜甘神社 ３５

大 野 市 Ｉ０１２８ 篠座神社 １３

勝 山 市 Ｊ００２３ 原藤右衛門家 １０４

Ｊ００６６ 平沢善兵衛家 １３

Ｊ００７２ 黒原区有 １０３

Ｊ００７３ 花田庄兵衛家 １６

Ｊ００７５ 久保弥次右衛門家 ２４

Ｊ００７６ 横山定右衛門家 ９

Ｊ００９０ 笠川喜多右衛門家 １５３

足 羽 郡 Ｋ００２９ 富田忠左衛門家 １５１

機 関 Ａ００６９ 福井大学附属図書館 ５６７

Ａ０１１６ 福井大学附属図書館
高島文庫 ４４

Ａ０１１５ 福井大学附属図書館
大野大庄屋 ３５

Ａ００６７ 福井県立図書館
（石倉家旧蔵） １，５２８

Ａ０１３６ 福井県立図書館
（内藤家旧蔵） ３

Ａ０１４２ 福井県立図書館
（森家旧蔵） １，４７８

合 計 ３８家 ６，１３３
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公開許諾者不明

（５）普及啓発事業

ア 講座・講演会等開催

① 古文書入門講座 ―はじめて古文書を読んでみようという方に―

・６月２２日（日） 「版本で入門の入門」『小学読本巻１』、『世界国尽』など

・６月２９日（日） 「家の古文書を読んでみよう」 祝儀覚、村送り状など

・７月６日（日） 「村方文書に親しむ」 太閤検地帳、領知宛行状など

・７月１３日（日） 「愉しみながら読む」 俳諧『柳多留』など

時間：１３：３０～１５：３０ 場所：文書館研修室 参加者：４２名

② 資料保存研修会「紙資料の保存と管理」

日時：７月１６日（水）１３：３０～１６：３０ 場所：県立図書館小集会室

対象：資料保存利用機関、市町村史編さん関係者、文書管理担当者

講師：金山正子氏（�元興寺文化財研究所研究員）
内容：（講義）紙資料の劣化と保存環境、保護措置、状態調査と保存の計画

（実習）紙資料表面のpH値測定と脱酸処理、破れや虫損の繕い、こよ

り作りなど

参加者：３２名

③ 古文書読解講座 ―もっと古文書について知りたいという方に―

「元禄期の大庄屋日記を読む」（土屋豊孝家文書）

・１０月２６日（日）

・１１月２日（日）

・１１月９日（日）

時間：１３：３０～１５：３０ 場所：文書館研修室 参加者：３５名

「越前・若狭の古文書 ―古文書学入門―」

日時：１１月１６日（日）１３：３０～１５：３０

場所：県立図書館小集会室

講師：隼田嘉彦氏（福井大学教育地域科学部教授）

参加者：２２名

市町村等 家 番 号 家 名 点 数

福 井 市 Ａ００４９ 中村綱吉家 １
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④ 県史講座

「幕末の福井藩」

日時：１月３１日（土）１３：３０～１５：３０

場所：文書館研修室

講師：本川幹男氏（福井県文書館）

参加者：４４名

「元禄期の越前幕府領」

日時：２月１４日（土）１３：３０～１５：３０

場所：文書館研修室

講師：藤野立恵氏（福井工業大学）

参加者：３５名

⑤ 講演会 「維新の激動と近代福井の成立」

日時：２月８日（日）１３：３０～１５：３０

場所：県立図書館多目的ホール

講師：猪飼隆明氏（大阪大学大学院文学研究科教授）

参加者：１１０名

イ 閲覧室展示

平成１５年２月１日～ テーマ「江戸時代の村から近代の村へ」

江戸時代の越前・若狭の支配領域と現在の市町村域を比較できるようパネルで

示すとともに、典型的な文書資料として、領知判物写、町村制施行時の絵図、町

村合併促進法時の福井県庁文書（いずれも原寸大、複製）を展示。

平成１６年１月３１日～ テーマ「福井県誕生」

１８８１年（明治１４）の福井県誕生にスポットを当て、福井県設置以前の本県域を

含む石川県と滋賀県、そして誕生後の福井県の地図をそれぞれパネルで紹介。ま

た、同時に福井県設置の過程や、その後の滋賀県令の動きについて、政府公文書

である「公文録」（複製、国立公文書館蔵、重要文化財）を中心に展示。
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４ 福井県文書館業務日誌（平成１５．２．１～平成１６．３．３１）

１５．２．１ 福井県立図書館・福井県文書館開館記念式典（多目的ホール）

〃 テープカット（エントランスホール）

〃 福井県文書館開館記念講演会（多目的ホール）

京都大学大学院教授藤井讓治氏「徳川幕府の地域把握」

１３ 栃木県立文書館視察

１９ 「県民サロン」テレビ取材

２０ 中日新聞福井支社取材

２５ 日刊県民福井取材

３．５ 県財政課長、財政課職員視察

６ 福井高志ブロック小教研学校図書館部会視察

７ 県営繕課関係視察

１３ 東京都公文書館視察

１５ 早稲田大学視察

１８ 上志比村文化財保護委員視察

〃 国文学研究史料館視察

１９ �江市役所視察
２６ アドバイザー会議開催

２７ 歴史的公文書収集関係打合せ

２８ 県広報広聴課フィルム等搬入

３０ 資料調査員会議開催

４．２ 読売新聞取材

３ 池田町東俣飯田広助家文書調査

８ 歴史的公文書収集

〃 池田町東俣飯田広助家文書調査

１０ 福井テレビ「ザ・コメンテーター」取材

１３ 金津町前谷土屋豊孝家文書調査

１５ 歴史的公文書収集

１６ 福井テレビ「ザ・コメンテーター」収録

２２ 歴史的公文書収集

２３ 福井テレビ「ザ・コメンテーター」対談分収録

２５ 歴史的公文書収集

〃 くん蒸庫によるくん蒸業務委託入札

３０ 大野市内古文書予備調査
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５．３ 特別開館

４ 特別開館

５ 特別開館

８ 福井テレビ報道制作局取材

１３ 大野市本町麦屋文書調査

１４ 優良建築設備工事検査および貴重書庫視察

〃 くん蒸庫によるくん蒸（～１６日）

１６ 大野市本町麦屋文書調査

１８ 特別開館（第３日曜日）

２３ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第１１回総会および

第６７回例会出席

２８ 福井北ロータリークラブ視察

３０ 三国町錦津田彦次家資料寄贈依頼

６．１ 若越郷土誌懇談会視察

２ 三国町錦津田彦次家資料寄託依頼

４ 石川県総務部総務課等視察

５ 都道府県・政令指定都市等公文書館長会議出席（～６日）

６ 東海北陸７県議会総務課長会議視察

９ �槇総合計画事務所写真撮影
１２ 県政バス視察

１９ 歴史的公文書収集

２２ 第１回古文書入門講座開催

２５ 歴史的公文書収集

２６ 歴史的公文書収集

２８ 県政バス視察

２９ 第２回古文書入門講座開催

７．１ 歴史的公文書収集

２ 歴史的公文書収集

〃 高校社会問題研究会奥越ブロック研究会視察

３ 歴史的公文書収集

４ 歴史的公文書収集

６ 第３回古文書入門講座開催

８ 歴史的公文書収集（～１２日）

９ 県政バス視察

１２ ひまわり読書会視察
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７．１３ 第４回古文書入門講座開催

１４ 歴史的公文書収集（～１８日）

２３ 利用制限関係について文書法制室と打合せ

〃 歴史的公文書搬送作業

２５ 古文書収蔵庫について池田町教育委員会との打合せ

〃 利用制限関係について文書法制室と打合せ

２７ �槇総合計画事務所写真撮影（～２８日）
２９ 県財務企画課視察

３０ 県福井土木事務所所蔵戦後都市計画関係資料確認調査

８．４ くん蒸車によるくん蒸（～７日）

９ 岡山県教育委員会教育次長等視察

１０ 朝日町立図書館視察

１１ 雑誌「日経アーキテクチュア」写真撮影

１３ 三国町北本町内田本家予備調査

２１ 県政バス視察

２４ 県政バス視察

３０ フレンドリーバス運行開始

９．１ 公文書館等職員研修会出席（～５日）

４ 第１回アドバイザー会議開催

５ ISO１４００１内部審査

１０ 福井市西谷町浜令子家文書調査

１２ �江市別司町大嶋泰家文書調査
〃 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会例会事前打合せ

１９ 土木管理協会第４７８回建設技術講習会視察

２０ 島根県立博物館準備室視察

〃 福井市合谷町片岡五郎兵衛家文書搬入

２４ 県史撮影資料公開許諾依頼

２６ くん蒸庫によるくん蒸（～２８日）

〃 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第６９回例会開催

〃 県史撮影資料公開許諾依頼

３０ 文書館建築設備完成１年検査

１０．３ �江市惜陰小学校２年生見学
〃 県史撮影資料公開許諾依頼

１０ 福井市木田小学校３年生見学

２３ 東海北陸地区公文書等保存利用機関事務協議会通常総会等出席
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１０．２６ 第１回古文書読解講座開催

２８ くん蒸庫によるくん蒸（～３０日）

１１．２ 第２回古文書読解講座開催

〃 県政バス視察

６ 韓国ソウル市立正読図書館視察

８ ２１世紀のふくいを考える東京・関西合同会議視察

〃 県政バス視察

９ 第３回古文書読解講座開催

１２ 国立公文書館へ企画展示関係調査

１６ 「越前・若狭の古文書―古文書学入門―」講座開催

１８ 東北学院大学中央図書館「古田文庫」福井県関係資料所在調査

１９ 第２９回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会仙台大会出席（～２１日）

２１ 森田町商工会視察

２６ ＦＢＣテレビ「おはよう福井」取材

２８ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第７０回例会出席

１２．２ 滋賀県県民情報室調査

５ 春江町大牧坪田仁兵衛家調査

１１ 春江町大牧坪田仁兵衛家調査

１３ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第６８回例会出席

〃 金沢市立玉川図書館調査

１６ くん蒸庫によるくん蒸（～１８日）

２４ 石川県知事等視察

２５ 春江町大牧坪田仁兵衛家調査

１６．１．８ 閲覧制限基準等について文書法制室と打合せ

１４ 県広報課「まちかど県政」取材

１６ 石川県立図書館視察

２１ 公文書館実務担当者研究会議出席（～２３日）

３０ 閲覧室展示更新作業

３１ 閲覧室展示更新「福井県誕生」

〃 県史講座「幕末の福井藩」開催

〃 福井新聞、閲覧室展示「福井県誕生」の取材

２．１ 日刊県民福井、閲覧室展示「福井県誕生」の取材

３ ＮＨＫ、閲覧室展示「福井県誕生」の取材

〃 くん蒸庫によるくん蒸（～５日）

４ 高校社会問題研究会福井ブロック研究会視察
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２．４ 立命館大学デジタルアーカイブズ知的財産権関係視察

７ 県広報課「まちかど県政」、閲覧室展示「福井県誕生」の取材

〃 福井テレビ、閲覧室展示「福井県誕生」の取材

８ 講演会「維新の激動と近代福井の成立」開催

１１ 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会長、北海道立文書館と打合せ

１４ 県史講座「元禄期の越前幕府領」開催

１８ くん蒸庫によるくん蒸（～２０日）

２７ 文書館情報システムメンテナンス（～１日）

３．２ 東京都板橋区公文書館視察

４ 名古屋大学大学史資料室視察

〃 第２回アドバイザー会議開催

９ くん蒸庫によるくん蒸（～１１日）

〃 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会近畿部会第７１回例会出席

〃 閲覧室閉館案内放送設定

１０ 歴史的公文書収集

１４ 池田町古文書調査

１６ 行政刊行物等搬入

１７ くん蒸設備保守点検および活性炭交換

１８ 国文学研究史料館視察

２５ 福井県文書館運営懇話会開催

２８ 資料調査員会議開催
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Ⅲ 関 係 法 令

１ 公文書館法
（昭和６２年法律第１１５号）

（平成１１年法律第１６１号一部改正）

（目 的）

第１条 この法律は、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にか

んがみ、公文書館に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（定 義）

第２条 この法律において「公文書等」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その

他の記録（現用のものを除く。）をいう。

（責 務）

第３条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、

適切な措置を講ずる責務を有する。

（公文書館）

第４条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、

これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。

２ 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門

職員を置くものとする。

第５条 公文書館は、国立公文書館法（平成１１年法律第７９号）の定めるもののほか、国又

は地方公共団体が設置する。

２ 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条

例で定めなければならない。

（資金の融通等）

第６条 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必要な資金の融通又はあっせんに

努めるものとする。

（技術上の指導等）

第７条 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関

し、技術上の指導又は助言を行うことができる。

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か
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ら施行する。

（専門職員についての特例）

２ 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第４条第２項の専門職員を置かな

いことができる。

（総理府設置法の一部改正）

３ 総理府設置法（昭和２４年法律第１２７号）の一部を次のように改正する。

第４条第７号の次に次の一号を加える。

７の２ 公文書館法（昭和６２年法律第１１５号）の施行に関すること。

（昭和６３年５月２４日付政令第１６６号）
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２ 福井県文書館の設置および管理に関する条例

（平成１４年福井県条例第５号）

（設 置）

第１条 県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録（以下「文書

等」という。）を収集し、および保存し、ならびに県民の利用に供するとともに、これ

に関連する調査、研究等を行い、もって学術の振興および文化の向上に寄与するため、

福井県文書館（以下「文書館」という。）を設置する。

（位 置）

第２条 文書館は、福井市に置く。

（業 務）

第３条 文書館は、次に掲げる業務を行う。

一 文書等の収集、整理および保存

二 文書等の閲覧の実施

三 文書等に関する調査および研究

四 文書等に関する知識の普及および啓発

五 前各号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的にふさわしい業務

（職 員）

第４条 文書館に、館長その他必要な職員を置く。

（使用の承認）

第５条 別表第一に掲げる施設または設備（以下「施設等」という。）を使用しようとす

る者は、知事の承認を受けなければならない。

（使用料）

第６条 別表第一に掲げる施設等を使用する者は、同表に掲げる額の使用料を納付しなけ

ればならない。

（手数料）

第７条 文書館が閲覧に供する文書等の写しの交付を依頼しようとする者は、別表第二の

上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければな

らない。

（使用料等の不還付）

第８条 既に納付した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があ

ると認めるときは、この限りでない。

（使用料等の免除）

第９条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部
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を免除することができる。

（入館の拒否）

第１０条 知事は、文書館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、

入館を拒否することができる。

一 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させる行為をするおそれがある

とき。

二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障があると認められるとき。

（行為の制限）

第１１条 文書館において文書等の撮影、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類す

る行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項

を変更しようとするときも、同様とする。

（禁止行為）

第１２条 文書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

一 施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させること。

二 秩序または風俗を乱す行為をすること。

三 別表第一に掲げる施設等を使用する者が、第五条の承認を受けた目的以外の目的の

ために当該施設を利用すること。

（監督処分）

第１３条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第五条の承認もしくは第十一

条の許可（当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。）の取消

し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その他

必要な措置を命ずることができる。

一 この条例の規定に違反している者

二 第五条の承認または第十一条の許可に付した条件に違反している者

三 偽りその他不正な手段により第五条の承認または第十一条の許可を受けた者

（規則への委任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。
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別表第一（第６条関係）

一 施 設

二 設 備

別表第二（第７条関係）

区 分 金 額

９時から１２時まで １２時から１７時まで ９時から１７時まで

研 修 室 ２，５００円 ４，１００円 ６，６００円

区 分 単位 算 定 基 礎 金 額

マ イ ク ロ ホ ン １本
１回５時間以内 １２０円

１時間増すごとに ２４円

ワイヤレスマイクロホン １本
１回５時間以内 ２２０円

１時間増すごとに ４４円

区 分 金 額

複写機（カラー複写機を除く。）により作成した写しの交付 １枚につき １０円

カラー複写機により作成した写しの交付 １枚につき ８０円

マイクロリーダープリンターにより作成した写しの交付 一枚につき １０円

備考 使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算する。

備考 複写機により作成した文書、図面等の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を
１枚として額を算定する。
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３ 福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則

（平成１５年福井県規則第３号）

（平成１５年福井県規則第８２号―一部改正）

（趣 旨）

第１条 この規則は、福井県文書館の設置および管理に関する条例（平成１４年福井県条例

第５号。以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（開館時間）

第２条 福井県文書館（以下「文書館」という。）の開館時間は、午前９時から午後５時

までとする。

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

（休館日）

第３条 文書館の休館日は、次に掲げる日とする。

一 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日

（以下「休日」という。）に該当する場合を除く。）

二 休日の翌日（土曜日、日曜日、休日または第５号に掲げる日に該当する場合を除く。）

三 １２月２８日から翌年の１月４日までの日（前２号に掲げる日に該当する場合を除く。）

四 文書等点検期間として１年につき１０日以内で知事が指定する日

五 清掃整理日として毎月（１２月を除く。）の第４木曜日（休日に該当する場合にあっ

ては、その翌日）

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

（文書等の利用）

第４条 条例第１条に規定する文書等（以下「文書等」という。）は、一般の利用に供す

るものとする。ただし、知事は、次に掲げる文書等について、その全部または一部を一

般の利用に供しないものとすることができる。

一 整理、補修または目録の作成が終了していない文書等

二 劣化等保存上の理由から利用に供することが不適当な文書等

三 寄贈または寄託を受けた文書等で、その利用に関して寄贈者または寄託者が一定の

期間利用に供しない旨の条件を付しているもの

四 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）が記録され

ている文書等で、特定の個人が識別され、もしくは識別され得るものまたは特定の個

人を識別することはできないが、利用に供することにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの
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五 法人その他の団体（国および地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」

という。）に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されて

いる文書等で、利用に供することにより、当該法人等または当該個人の正当な利益を

害するおそれがあるもの

六 利用に供することにより、公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすと認めら

れる文書等

七 利用に供することにより、国または地方公共団体の運営に著しい支障を及ぼすと認

められる文書等

（施設等の使用の承認）

第５条 条例第５条の規定により文書館の施設または設備（以下「施設等」という。）の

使用の承認を受けようとする者（次項において「申請者」という。）は、福井県文書館

使用承認申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の承認をしたときは、申請者に対して、福井県文書館使用承認書を交付

するものとする

（使用者の遵守事項）

第６条 施設等の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次に掲げる事項

を守らなければならない。

一 使用の承認に係る使用の目的以外に施設等を使用しないこと。

二 使用の承認を受けた施設等を転貸し、または当該使用の承認に基づく権利を譲渡し

ないこと。

三 前２号に掲げるもののほか、文書館の管理上支障がある行為をしないこと。

２ 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなけ

ればならない。

（使用料等の還付）

第６条 条例第８条ただし書の規定により使用料または手数料（以下「使用料等」という。）

を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。

二 前号に掲げる場合のほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。

２ 使用料等の還付を受けようとする者は、福井県文書館使用料等還付申請書を知事に提

出しなければならない。

（使用料等の免除）

第８条 条例第９条の規定により使用料等を免除することができる場合およびその場合に

おいて免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

一 県が条例第１条に規定する文書館の設置の目的（以下「設置目的」という。）に添っ
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た事業を主催する場合 使用料に相当する額

二 県が設置目的に添った事業を共催する場合 使用料の２分の１に相当する額

三 国、市町村または歴史に関する研究を主たる目的とする団体であって知事が認める

ものが設置目的に添って使用する場合 使用料の２分の１に相当する額

四 その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額

２ 使用料等の免除を受けようとする者は、福井県文書館使用料等免除申請書を知事に提

出しなければならない。

（制限行為の許可の申請）

第９条 条例第１１条の許可を受けようとする者は、福井県文書館内制限行為許可（許可事

項変更許可）申請書を知事に提出しなければならない。

（施設等または文書等の損傷または滅失等の届出）

第１０条 使用者は、文書館の施設等または文書等を損傷し、汚損し、または滅失させたと

きは、遅滞なく、その旨を知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

（その他）

第１１条 この規則に定めるもののほか、文書館の管理および運営に関し必要な事項は、知

事が別に定める。

附 則

この規則は、平成１５年２月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成１６年１月１日から施行する。
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４ 福井県文書館における文書等の収集および保存に関する要綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、福井県文書館の設置および管理に関する条例（平成１４年福井県条例

第５号）および福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則（平成１５年福井県

規則第３号）の規定に基づき、福井県文書館（以下「文書館」という。）における県に

関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録（以下「文書等」という。）

の収集および保存に関し必要な事項を定めるものとする。

（定 義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１）文書規程等 県の機関（知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、

監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員

会および地方公営企業の管理者をいう。以下同じ。）が当該機関の文書を管理するた

めに定める規程等をいう。

（２）公文書 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう。）であって、県の機関が廃棄決定をしたもののうち、文書館に引き渡

されたものをいう。

（３）古文書その他の記録 文書等のうち公文書以外の記録をいう。

（公文書の選別および収集）

第３条 文書館長（以下「館長」という。）は、公文書を収集するに当たっては、あらか

じめ、文書規程等に定める保存文書または管理確認電磁的記録等（以下「保存文書等」

という。）であって保存年限が到来するもののうち歴史的価値が生ずると認められるも

のを選別し、その選別結果を文書学事課長、出先機関の長その他当該保存文書等の廃棄

決定の権限を有する者に通知するものとする。

２ 館長は、別表第１に定める公文書選別収集基準により、公文書を選別し、および収集

するものとする。

（古文書その他の記録の選別および収集）

第４条 館長は、別表第２に定める古文書その他の記録選別収集基準により、古文書その

他の記録を選別し、および収集するものとする。

２ 館長は、古文書その他の記録を収集するに当たっては、原則として、マイクロフィル

ム撮影等の方法による複製資料を収集するものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、散逸または消滅のおそれがあるものは、寄贈、寄託その他
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の方法により原本を収集することができる。

（文書等の保存、整理等）

第５条 館長は、収集した文書等について、次に掲げる事項に留意し、書庫で適切に保存

するものとする。

（１）館長が特に必要と認める場合を除き、文書館の職員以外の者を書庫に立ち入らせな

いこと。

（２）常に書庫内の通気および防湿に注意し、文書等の損傷の防止に努めること。

（３）書庫内において、喫煙、火気の使用その他文書等に有害な行為をさせないこと。

２ 館長は、収集した文書等について、文書等の管理および利用の便宜を図るための目録

を作成するものとする。

３ 館長は、収集した文書等のうち紙質等の劣化、利用頻度の高さその他の理由により原

本を利用させることが適当でないものについては、マイクロフィルム撮影等により複製

資料を作成するものとする。

４ 館長は、収集した文書等に個人情報が含まれているときは、福井県個人情報保護条例

（平成１４年福井県条例第６号）の趣旨を尊重し、当該個人情報が適正に保護されるよう

その取り扱いに注意するものとする。

（不要文書の廃棄）

第６条 館長は、収集した文書等のうち、保存する必要がないと判断したものについて、

館長が命ずる職員を立ち会わせて焼却、溶解、裁断その他確実に廃棄することができる

と認められる方法により廃棄するものとする。

（委 任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、文書等の収集および保存に関し必要な事項は、館

長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１５年２月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

公文書選別収集基準

収集する公文書は、次に掲げる保存文書等のうち歴史的資料として価値が生ずると認め
られるものとする。
１ 条例、規則、訓令、通達その他の例規に関する文書
２ 県議会の審議経過および結果に関する文書
３ 県政の総合的な計画および施策ならびに重要な事業の計画および実施に関する文書
４ 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書
５ 委員会、審議会その他重要な会議の審議経過および結果に関する文書
６ 請願、陳情、要望等に関する文書
７ 訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関する文書
８ 組織、人事、表彰等に関する文書
９ 予算、補助金、県有財産、契約その他の財務に関する文書
１０ 市町村の行財政ならびに廃置分合および行政区画に関する文書
１１ 選挙に関する文書
１２ 統計、調査、研究等に関する文書のうち重要な事項に係るもの
１３ 主要な儀式、行事、事件、災害等に関する文書
１４ 史跡、文化財その他の文化的遺産に関する文書
１５ その他館長が歴史的資料として重要と認める文書

別表第２（第４条関係）

古文書その他の記録選別収集基準

第１ 収集する古文書は、次に掲げる文書のうち県の歴史を解明する上で重要なものとす
る。
１ 古代および中世の文書
２ 近世に関する武家および寺社に関する文書
３ 近世に関する村および町ならびに家に関する文書で次に掲げるもの
（１）土地、貢租、水利、普請、交通等に関するもの
（２）産業、教育、文化、信仰等に関するもの

４ 近代以降の文書で政治、社会、教育、産業等に関するもの

第２ 収集する古文書以外の記録（行政刊行物、図書その他の資料をいう。）は、次に掲
げる記録のうち県の歴史を解明する上で重要なものとする。
（１）国、地方公共団体等が作成した福井県の行政に関するもの
（２）福井県域の歴史、地誌、社会、経済、文化等に関するもの
（３）統計、資料集等で文書等の内容を理解する上で参考となるもの

－３３－



５ 福井県文書館文書等利用要綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、福井県文書館の設置および管理に関する条例（平成１４年福井県条例

第５号。以下「条例」という。）および福井県文書館の設置および管理に関する条例施

行規則（平成１５年福井県規則第３号。以下「規則」という。）の規定に基づき、福井県

文書館（以下「文書館」という。）が保存する県に関する歴史的な資料として重要な公

文書、古文書その他の記録（以下「文書等」という。）の利用に関し必要な事項を定め

るものとする。

（定 義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

（１）公文書 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう。）であって、県の機関が廃棄決定をしたもののうち、文書館に引き渡

されたものをいう。

（２）古文書その他の記録 文書等のうち公文書以外の記録をいう。

（目録の備付け）

第３条 文書館長（以下「館長」という。）は、文書等を検索するための目録を文書館閲

覧室（以下「閲覧室」という。）その他必要な場所に常時備えるものとする。

２ 前項の目録は、公文書については簿冊目録および件名目録、古文書その他の記録につ

いては所蔵者情報目録および資料目録とする。

（利用カード）

第４条 文書等を利用しようとする者は、必要事項を記入した利用カード申込書を閲覧室

内の受付（以下「閲覧受付」という。）に提出し、福井県文書館利用カード（以下「利

用カード」という。）の交付を受けなければならない。

２ 利用カードの有効期限は、館長が定める。

３ 利用カードを紛失した場合または利用カード申込書の記載事項に変更が生じた場合は、

速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。

（文書等の閲覧の申込み）

第５条 文書等の閲覧の申込みは、必要事項を記入した閲覧・複写申込書に利用カードを
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添えて閲覧受付に提出してするものとする。

２ 文書等の閲覧は、申込み１回につき１０冊以内とする。

（文書等の閲覧）

第６条 文書等の閲覧は、原則として、公文書にあっては原本により、古文書その他の記

録にあっては複製資料によりするものとする。

２ 公文書のうち劣化等保存上の理由から原本を閲覧に供することが適当でないと館長が

認めるものについては、前項の規定にかかわらず、複製資料により閲覧に供することが

できる。

（文書等の閲覧の場所）

第７条 文書等の閲覧は、閲覧室内において行わなければならない。

２ 閲覧室内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）筆記用具以外の携帯品は、原則として、持ちこまないこと。

（２）文書等を汚損または破損するような行為をしないこと。

（３）喫煙および飲食をしないこと。

（４）その他文書館長が必要と認めること。

（文書等の返納）

第８条 文書等の閲覧を終えた者は、速やかに、閲覧受付に文書等を返納し、職員の確認

を受けなければならない。

（文書等の貸出し）

第９条 文書等の貸出しは、行わないものとする。ただし、館長が公益上特に必要と認め

たときは、この限りでない。

（文書等の写しの依頼）

第１０条 文書等の写しの依頼は、必要事項を記入した閲覧・複写申込書を閲覧受付に提出

してするものとする。

２ 文書等の写しに係る手数料は、閲覧受付において納付するものとする。

（利用相談）

第１１条 文書館は、利用者に対して次に掲げる相談を行う。

（１）文書等の検索に関する相談

（２）文書等の内容に関する相談
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２ 前項の規定にかかわらず、文書館は、次に掲げる場合には相談を行わないことができ

る。

（１）文書等の鑑定、文書等の解読または翻訳、法律相談、学習課題の回答その他文書館

の業務として対応することが適当でないと認められる場合

（２）回答に著しく費用または時間を要することが明らかである場合その他文書館の業務

の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

（展 示）

第１２条 文書館は、閲覧室内の展示コーナーその他適切な展示設備において文書等の展示

を行うものとする。

（委 任）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、文書等の利用に関し必要な事項は、館長が別に定

める。

附 則

この要綱は、平成１５年２月１日から施行する。
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利 用 案 内

１ 開館時間

午前９時から午後５時まで

２ 休館日

・月曜日（国民の祝日は除く）

・国民の祝日の翌日（土、日、祝日は除く）

・文書等点検期間（年間１０日以内）

・年末年始（１２月２８日～１月４日）

・清掃整理日（１２月以外の第４木曜日、祝日の場合は翌日）

３ 交通の案内（フレンドリーバス）

運行日 毎週月曜日（祝日は除く）、年末年始（１２．２８～１．４）を除く毎日

のりば 市内バス５番のりば

経 路 福井駅前～福井駅東口～高志高校前～羽水高校前～生活学習館～

県立図書館（県文書館）

（高志高校、羽水高校では、行きは乗車のみ、帰りは降車のみ可能。）

運行時間 平 日 ８：３０～１９：００

土日祝 ８：３０～１８：００

運行間隔 ３０分間隔

（５番のりば、県立図書館ともに毎時００分、３０分発）

料 金 無料

使用車両 路線バスタイプのバス２両で、１両は車椅子用電動リフト付き
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